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１．業務機能の状況

最近のオフィス需給動向～東京都区部の空室率の動向～

都区部の賃貸事務所の空室率は、平成１５年において、大規模ビルの大量供給により、０．８ポイ

ント上昇し、６．９％となった。しかし、それ以降は景気回復に伴い低下に転じ、平成１７年末にお

いては、４．０％となっており、ＩＴ関連業種等が旺盛な需要を示していた平成１２年当時と同水準

となっている。

また、一定の規模や設備を有する優良ビル１）の空室率については、都区部全体の空室率より

さらに大きな減少幅になっており、平成１７年末で１．１％となっている。これは最近の景気回復に

伴い、より良い立地のビル及びより高いグレードのビルへの移転が進んでいるものと考えられ

る（図表２‐２‐１）。

四半期ごとの空室率と平均募集賃料の推移をみると、空室率については低下しているものの、

平均募集賃料は下落を続けている（図表２‐２‐２）。ただし、一部には賃料の上昇傾向も出てきて

いる。

１）優良ビルとは、以下の条件を満たすビルである。

①地域：都心５区（千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区）を中心とするオフィス街として成熟度の高い地

域、または将来性の高い地域、②延床面積：１０，０００坪以上、③フロア面積：２００坪以上（賃貸対象有効面積）、④竣

工年：築２１年未満のビル、⑤天井高：２．６m以上、⑥空調：１フロア以下の単位で調整が可能なもの、⑦床配線：３

WAY、フリーアクセス採用のもの、⑧電気容量：３０VA／m２以上、⑨入退室時間：２４時間可能なもの

図表２‐２‐１ 空室率と新規供給面積の推移 図表２‐２‐２ 空室率と平均募集賃料（前年
同期比）の推移

活力創出に資する機能の状況第2節

注 ：新規供給面積は年間の値、空室率は年末の値（東京２３区）
資料：（株）生駒データサービスシステム資料により国土交通省

国土計画局作成
資料：（株）生駒データサービスシステム資料により国土

交通省国土計画局作成
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２．産業機能の状況

（１）首都圏における産業の成長

「第５次首都圏基本計画」（平成１１年３月内閣総理大臣決定）では、首都圏が目標とする社会

や生活の姿の一つとして「我が国の活力創出に資する自由な活動の場の整備」を掲げており、こ

れからの首都圏整備においては、個人・組織による多様な経済的・社会的活動が展開しやすい

場の形成が重要としている。

日本経済における首都圏経済の位置付けを見ると、首都圏は全国のＧＤＰの３分の１超を占め

ている（図表２‐２‐３）。また、圏域内の総生産における産業のシェアを見ると、第３次産業が大

きなウェイトを占めている（図表２‐２‐４）。こうしたことから首都圏経済が更なる成長を遂げる

ためには、第３次産業の活性化が重要と考えられる。

図表２‐２‐３ 全国のGDPに対する首都圏の
シェアと実績

図表２‐２‐４ 首都圏の圏域総生産における
第３次産業のシェア

資料：「県民経済計算」（内閣府）により国土交通省国土計画
局作成

注 ：圏域総生産は第１次から第３次産業の総計。
資料：「県民経済計算」（内閣府）により国土交通省国土計

画局作成
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（２）ソフト系 I T産業の集積動向

新規参入や業態変化等の動向の早いI T産業の中でも、主にソフトウェアやホームページデザ

イン等を扱うソフト系 I T産業１）は、他産業に比べ参入が容易であることやインターネットが急

速に普及したことに伴い、平成１１年頃には「 I Tバブル」と呼ばれるほど活発な参入が行われた。

我が国の経済が長期の低迷を続ける中で、こうしたソフト系ＩＴ産業は多くの雇用を生み出した

と考えられている。

以下では、NTTのタウンページに地域別、業種別に登録されている事業所数等から調査した

結果をもとに、ソフト系 I T産業の全国の動向と日本最大のソフト系 I T産業の集積地である東

京都山手線沿線における動向について紹介する。

①全国及び首都圏のソフト系 I T産業の動向【平成１７年４月～９月期】

ソフト系 I T産業の事業所数は、平成１４年１０月期～平成１５年３月期から平成１５年１０月期～平

成１６年３月期まで減少していたが、平成１６年４月～９月期以来、事業所数の増加傾向が続い

ており、平成１７年４月～９月期調査では最も多かった平成１６年１０月～平成１７年３月期を上回

り、調査を開始した平成１１年１０月～平成１２年３月期以来、最大の事業所数となった（図表２‐２‐

５）。

地域別では、平成１７年４月～９月期には群馬県や千葉県、東京都、神奈川県などにおいて

インターネット関連サービスの事業所数の増加が目立った（図表２‐２‐６）。

１）本稿では「ソフト系ＩＴ産業」として、NTTの編集するタウンページの業種分類において「インターネット関連

サービス」「ソフトウェア業」「情報処理サービス」の３業種を選び、各時点のタウンページにおける事業所数の登

録数等から調査を行っている。

＜参考＞ソフト系ＩＴ産業の全国の集積動向については国土交通省のホームページ

http : //www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/02/020330_.htmlにて紹介している（平成１８年４月現在）。

図表２‐２‐５ ソフト系ＩＴ産業の開廃業率の推移

資料：国土交通省国土計画局調べ
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東京都２３区のソフト系ＩＴ産業の事業者は増加傾向にあり、その中で東京都山手線周辺の主

要なターミナル駅から半径１km圏内にあるソフト系ＩＴ産業の事業所の過去１年間（平成１６

年１０月～平成１７年９月）の伸び率を見てみると、秋葉原、神田、九段下から銀座、浜松町に

かけての山手線東部地域で、引き続き堅調な事業所数の伸びがみられた。一方で、山手線西

部地域では、これまで全般的に事業所数が減少していたが、今期は、池袋、渋谷、恵比寿周

辺等を中心に増加している（図表２‐２‐７）。このように山手線周辺におけるソフト系ＩＴ産業

の事業所の立地動向は、これまで東部の大規模再開発地域が中心であったが、西部でも立地

の動きが出てきたことがうかがえる。

図表２‐２‐６ 事業所数の伸び率

図表２‐２‐７ 基準駅から半径１km圏内の事業所数とその伸び率～山手線周辺～

注 ：事業所数の伸び率は平成１７年４月～９月の半年間のもの。
資料：国土交通省国土計画局調べ

平成１６年１０月～平成１７年９月時点平成１４年１０月～平成１５年９月時点

資料：国土交通省国土計画局調べ
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山手線東部地域でソフト系ＩＴ産業の事業所数が伸びている要因は、ソフト系ＩＴ産業の事

業所の系列企業や同業他社が多く集積していることによる取引先との近接性といった事業活

動の利便性の高さが要因としてあげられる。また、秋葉原、丸の内等の地域で、再開発や大

型ビルの建設等が進んだことから、そうした地域にソフト系ＩＴ産業の事業所が進出したこと

も要因としてあげられる。さらに、大規模再開発による地域のイメージ向上や職住遊学の近

接した多様な空間がFace to Face による人や情報の交流を促進し、ビジネスチャンスの多い

事業環境が形成されつつあることも要因としてあげられる。

山手線西部地域でソフト系ＩＴ産業の事業所数がこれまで減少傾向だったものが、今期、増

加が見られた要因として以下の点があげられる。

渋谷周辺では、ＩＴバブルの時にソフト系ＩＴ産業の事業所が大きく増加したことにより一

大集積地を形成しビットバレーと呼ばれていたが、ＩＴバブルが弾けると、減少傾向となって

いた。しかし、現在もソフト系ＩＴ産業の主要な集積地である渋谷への立地の優位性を認識し

ているソフト系ＩＴ産業の事業所が、近年の景気回復を受けて業績が回復し、渋谷のオフィス

賃料が低下傾向にあることも加わり、渋谷へ立地する動きが出てきている。

また、池袋周辺ではオフィス賃料が東池袋界隈を中心に低下傾向にあることと、渋谷等と

比較して相対的に賃料が安いことが、ソフト系ＩＴ産業の事業所が増加した要因として考えら

れる。
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（３）工業機能の状況

①工業出荷額等の動向

首都圏における製造業

は、平成１６年に事業所数

が対前年比で８．３％減、従

業者数が２．２％減となり、

製造品出荷額等が２．０％

増となった。首都圏で最

も事業所が多い東京都で

は、事業所数は前年比で、

１０．６％減と大きく減少し

たものの、製造品出荷額

等は１．０％減と比較的減

少幅が小さかった（図表

２‐２‐８）。

この背景には、日本経済が平成１４年初めから回復を続けている中で、個々の企業は依然と

して厳しい競争にさらされていることが伺える。また、中小企業の高齢化が進み、後継者不

足も事業所数の減少の背景の一つにあると考えられる。一方、工業品出荷額が増加している

のは、厳しい競争の中で技術力や商品開発力のある企業が増えてきていることが考えられる。

②工場等立地の動向

平成１４年７月に廃止された

「首都圏の既成市街地におけ

る工業等の制限に関する法

律」の制度廃止前後に当たる

平成１３年末と平成１６年末を比

較すると、制度廃止後も埼玉

県、東京都及び神奈川県１）

の製造業の事業所数及び従業

者数は減少しており、全国

シェアも低下傾向にある（図

表２‐２‐９）。平成１６年度の工場立地動向調査によると、埼玉県、東京都及び神奈川県１）の工場

立地件数は、増加傾向にあり、新たに立地する工場も増えてきているものの、廃業や撤退す

る工場も多いものと考えられる。

事業所数 従業者数 製造品出荷額等

実 数 前年比
（％）

実 数
（人）

前年比
（％）

金 額
（百万円）

前年比
（％）

全 国 ２７０，８３７ ▲ ７．９ ８，１０７，３５８ ▲ １．５２８４，１７０，６２１ ３．８

首都圏
合 計 ７５，５８５ ▲ ８．３ ２，２０８，７０９ ▲ ２．２ ８２，９５６，８００ ２．０

茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神奈川
山 梨

６，８０２
５，６５５
６，８０２
１５，３４１
６，５００
２１，０３４
１０，９５８
２，４９３

▲ ６．１
▲ ８．４
▲ ６．２
▲ ７．７
▲ ７．６
▲１０．６
▲ ７．３
▲ ９．４

２６６，６５７
２０３，２００
２１３，２１８
４１９，２３５
２１７，１２７
３９２，５８３
４２０，８７８
７５，８１１

１．２
▲ １．１
▲ ０．９
▲ ２．５
▲ ２．２
▲ ５．２
▲ ２．６
０．８

１０，４５３，３６９
８，０４１，１８４
７，６００，４０４
１３，４９６，６２９
１１，２５４，０７６
１１，１９８，０４６
１８，５１３，４２３
２，３９９，６６９

３．８
４．４
４．３
３．３
３．４

▲ １．０
▲ １．３
７．２

図表２‐２‐８ 首都圏の製造業の事業所数等（平成１６年）

平成１３年末 平成１４年末 平成１５年末 平成１６年末

製造業事業
所数

（全国シェア）

５５，７６６
（１７．８％）

５０，９５１
（１７．５％）

５１，９７４
（１７．７％）

４７，３３３
（１７．５％）

製造業従業
者数

（全国シェア）

１，３９５，７０１人
（１５．９％）

１，３００，０９７人
（１５．６％）

１，２７６，２９５人
（１５．５％）

１，２３２，６９６人
（１５．２％）

図表２‐２‐９ 埼玉県、東京都、神奈川県の製造業のシェア

１）工場等制限制度が適用された地域は、埼玉県、東京都及び神奈川県に含まれる既成市街地である。

注 ：従業者数が４人以上の事業所。
資料：「平成１６年度工業統計表」（経済産業省）

注１：従業員数が４人以上の事業所。
注２：調査は毎年１２月３１日現在で実施。
注３：平成１３年末の数値については「新聞業・印刷業」を除いた数値。
資料：工業統計（経済産業省）により国土交通省国土計画局作成
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（４）農林水産業に関する機能の状況

①農林水産業の現況

首都圏の農業は、都市化の影響を受けながらも、世界最大規模の消費地に近いという有利

性をいかし、全国有数の農業産出額をあげる県として千葉県（２位）、茨城県（３位）（平成

１６年生産額の全国順位）を有している。ここ５年間をみると、首都圏全体の農業産出額につ

いては、平成１２年から平成１３年にやや減少したが、その後ほぼ横ばいで推移しており、全国

の２割程度となっている（図表２‐２‐１０）。また、野菜については、東京都中央卸売市場に集ま

る野菜総取扱量の約４６％（平成１６年）を

産出しており、首都圏住民への食料供給

基地として重要な役割を果たしている。

さらに、近年首都圏でも農業経営発展に

向けた取組として、国産農林水産物の輸

出促進が図られており、茨城県のなし、

千葉県の野菜、神奈川県の温州みかん等

がアジア、カナダに輸出されている。

また、都市農業の機能・役割を広く首

都圏住民に理解してもらうため、地方公

共団体、地元農家等による取組がなされ

ている。

首都圏の林業は、ここ５年間の林業産

出額の動きをみると、緩やかな減少傾向

にあり、平成１６年には３９２億円となって

いる（図表２‐２‐１１）。このうち栃木県、

群馬県の２県で首都圏全体の約６割を産

出している。

森林には山地災害の防止等の公益的機

能の発揮も期待されており、首都圏にお

いても林業事業体等の経営基盤の強化等

の取組がなされるとともに、林業の機能

を広く首都圏住民に知ってもらうため

に、森林での体験学習等の取組が国や地

方公共団体、林業関係者等によってなさ

れている。

首都圏の水産業は、平成１６年の漁業生

産額（海面漁業・養殖業）が９４０億円で、

全国の約６％となっている（図表２‐２‐１２）。

ここ５年間でみると、全国値は減少して

いるが、首都圏ではほぼ横ばいの状態が

続いている。千葉県・東京都で首都圏全

体の生産額の７割弱を占めている。

漁業の振興により、漁業が有する自然

環境の保全等の公益的機能の維持・向上

図表２‐２‐１０ 首都圏における農業産出額の推移

図表２‐２‐１１ 首都圏における林業産出額の推移

図表２‐２‐１２ 首都圏における漁業生産額（海面
漁業・養殖業）の推移

資料：「生産農業所得統計」（農林水産省）により国土交通省
国土計画局作成

資料：「生産林業所得統計」（農林水産省）により国土交通省
国土計画局作成

資料：「漁業養殖業生産統計」（農林水産省）により国土交通
省国土計画局作成
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が図られる。首都圏においても漁業への理解を深めることを目的に、都市と漁村の交流等の

取組が漁業関係者等によりなされている。

②食料の安定供給や公益的機能の発揮に関する首都圏農林水産業の持続的な発展への取組

（農業体験や交流活動のための市民農園の取組事例）

東京都練馬区では、都市農業の持つ機能と役

割を最大限に発揮するため、農家自らが開設・

管理し、耕作の主導権を持って経営する農業体

験農園（農園利用方式）が先進的に取り組まれて

いる。農家の指導のもと種まきから収穫までを

体験し、八百屋の店頭に並ぶものに負けない野

菜を収穫することも出来るようになる。こうし

た農業体験を通じ、農家と利用者の相互交流が

図られることにより、都市農業の理解に繋がり、

都市部での農業の持続的な発展に貢献している。

（自治体の森林における森林体験学習の取組事例）

東京都の奥多摩都民の森（体験の森）管理事

務所では、水源涵養や生物多様性の保全等、森

林の持つ公益的機能と林業への理解を醸成する

べく、東京都内の小学校４年生～６年生、５０人

程度を対象に２泊３日に渡り「夏休み子ども森

林塾」を開催している。プログラムとして、標

高８００m～１０００m付近を登山しながらの自然観

察、ナイトハイク（夜間の散策）、講話、間伐

等の林業体験、間伐した木材や森の素材を使っ

たクラフト作り、参加者による発表会等である。

参加費は一人１３，０００円（２泊７食、宿泊費、食

事代、保険料、教材費等を含む）である。

（都市近郊における漁業の公益的機能の取組み事例）

千葉県の漁業者が中心となってNPO法人「盤

州里海の会」を設立し、自然とのふれあいを通

じて、水質浄化など干潟の持つ重要な役割、地

域の漁業や文化について理解を深めることを目

的に、干潟探検や江戸前伝統的海苔漁師体験な

ど様々な一般参加イベントを実施している。こ

のようなイベントには、小学生から大人まで、

年間約５００名が参加しており、都市と漁村の異

なる文化背景を持った人々の交流の促進に貢献

している。

農家による講習の様子

自然観察の様子

干潟探検で干潟の役割や生物の説明に
聞き入る子ども達
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３．研究開発・高等教育機能の状況

（１）首都圏における大学の新設

平成１７年度に首都圏において開設された大学は８校（大学院大学を含む。また、８校のうち

６校は短期大学を廃止して大学を設置するもの。）、新たに大学院が開設された大学は１１校であっ

た（大学院大学を含む）。この結果首都圏における大学数は２４２校、大学院を持つ大学数は１９２校

となった１）。

（２）高等教育機関の活性化

①産学連携による高度人材育成（派遣型高度人材育成協同プラン）

近年、高度人材育成の大きな課題として、自らの専門分野の位置付けを社会的活動全体の

中で理解し、現実的課題の中から主体的に問題設定を行い、それに取り組む能力のある人材

を育成することが急務となっている。

このため、文部科学省では、「派遣型高度人材育成協同プラン」において、これまでのイン

ターンシップとは峻別し、産学が人材の育成・活用に関して建設的に協力しあう体制を構築

し、社会の抱える諸問題や産業界の取組を理解し、知的基盤社会を多様に支える高度で知的

な素養のある人材の育成に取り組んでいる。平成１７年度は、２０件の取組が採択された。

②「魅力ある大学院教育」イニシアティブ

現代社会の新たなニーズに応えられる創造性豊かな若手研究者の養成機能の強化を図る必

要がある。このため、文部科学省では、「魅力ある大学院教育」イニシアティブにおいて、大

学院の研究者養成機能や時代の要請に応じた体系的な教育課程の編成や新たな教育指導法の

開拓といった意欲的かつ独創的な教育の取組に対し、重点的に支援している。平成１７年度は、

９７件の取組が採択された。

③「法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム」

国際的に通用する高度専門職業人の養成を推進するため、「法科大学院等専門職大学院形成

支援プログラム」において、法科大学院をはじめ各種の専門職大学院において行われる教育

内容、方法の開発、充実等に取り組む優れた教育プロジェクト（取組）を選定し、重点的な

財政支援を行うものである。これにより、専門職大学院制度の定着と本格展開を図り、更な

る活性化を促進している。平成１７年度は、８件の取組が採択された。

④大学等発ベンチャー

大学等では、それらが持つ研究機能・技術シーズ等の知的資源を活用する方策として、大

学等が関係したベンチャー企業の創設等が活発化している。このような大学等が関係して設

１）文部科学省調べ（平成１７年５月現在。ただし、放送大学（千葉県）を除く。）

２）平成１６年度文部科学省２１世紀産学官連携手法の構築に係るモデルプログラム「大学等発ベンチャーに関する調査結

果について（第一次調査結果の発表）（平成１７年１１月４日）による。
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立されたベンチャー企業の数は１，１４１社（平成１７年８月末現在）となっており、前年同期の９１６

社から２４．６％増加した。首都圏に本部を持つ大学では、早稲田大学（７５社）、慶應義塾大学（４６

社）、筑波大学（４２社）、東京大学（４１社）等が関係したベンチャー企業の設立が多い２）。
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